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『
三
国
志
集
解
』
の
つ
か
い
か
た

其
三
・
四

佐
藤

ひ
ろ
お

◆
関
連
年
表

5
建
安
十
三
年

荊
州
牧
の
劉
表
が
卒
し
、
魯
粛
が
弔
問
に
訪
れ
る
。
劉
備
と
同
盟
を
結
び
、
曹
操
を
赤
壁
で
破
る

劉
備
が
、
南
部
四
郡
（
武
陵
・
長
沙
・
零
陵
・
桂
陽
）
を
平
定
。
周
瑜
が
、
曹
仁
と
江
陵
を
争
う
。

建
安
十
四
年

曹
仁
が
江
陵
か
ら
撤
退
し
、
周
瑜
が
南
郡
太
守
と
し
て
屯
す
。
孫
権
が
劉
備
を
公
安
に
屯
せ
し
む
。

建
安
十
五
年

劉
備
が
京
を
訪
れ
、
孫
権
に
領
土
を
交
渉
。
周
瑜
が
卒
し
、
魯
粛
が
兵
を
継
ぎ
、
程
普
が
南
郡
太
守
に
。

建
安
十
六
年

法
正
・
張
松
に
誘
わ
れ
、
劉
備
が
益
州
に
入
り
、
張
魯
を
防
ぐ
。

10
建
安
十
八
年

曹
操
が
濡
須
で
孫
権
を
攻
め
る
。
劉
備
は
孫
権
か
ら
の
救
援
要
請
を
受
け
、
劉
璋
に
増
兵
を
要
求
。

建
安
十
九
年

劉
備
が
雒
城
を
陥
落
さ
せ
、
諸
葛
亮
・
張
飛
・
趙
雲
を
荊
州
か
ら
召
し
、
成
都
を
得
る
。

建
安
二
十
年

益
州
を
得
た
劉
備
に
、
孫
権
が
荊
州
を
要
求
す
る
が
決
裂
。
呂
蒙
が
、
長
沙
・
零
陵
・
桂
陽
を
攻
略
。

関
羽
と
魯
粛
が
単
刀
会
。
曹
操
の
漢
中
進
攻
に
よ
り
、
湘
水
に
て
領
土
を
区
切
る
こ
と
で
妥
結
。

建
安
二
十
二
年

孫
権
が
都
尉
の
徐
詳
を
派
遣
し
、
曹
操
に
降
る
。
魯
粛
が
卒
し
て
、
呂
蒙
が
漢
昌
太
守
と
な
る
。

15
建
安
二
十
四
年

関
羽
が
江
陵
か
ら
樊
城
に
北
伐
す
る
と
、
呂
蒙
が
江
陵
を
奪
い
、
朱
然
が
関
羽
を
捕
ら
え
る
。

孫
権
が
曹
操
に
皇
帝
即
位
を
勧
進
、
驃
騎
将
軍
・
仮
節
・
領
荊
州
牧
、
南
昌
侯
と
な
る
。

黄
初
元
年

正
月
、
曹
操
が
薨
じ
、
曹
丕
が
魏
王
を
嗣
ぐ
。
七
月
、
孫
権
が
曹
丕
に
奉
貢
。
十
月
、
漢
魏
革
命
。

黄
初
二
年

七
月
、
劉
備
が
荊
州
を
攻
撃
。
八
月
、
孫
権
が
魏
に
称
臣
し
、
呉
王
に
封
建
さ
れ
る
。

黄
初
三
年

陸
遜
が
劉
備
を
破
る
と
、
孫
権
は
魏
に
叛
逆
。
劉
備
が
崩
ず
る
と
、
呉
と
蜀
が
使
者
を
往
来
さ
せ
る
。

20

◆
『
三
国
志
』
巻
五
十
四

魯
粛
伝

【
原
文
】

後
に
、
備

京
に
詣
り
て
権
に
見
え
、
荊
州
を
都
督
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
惟
だ
粛
の
み
、
権
に
之
を
借
し
て

い
た

ま
み

共
に
曹
公
を
拒
ぐ
こ
と
を
勧
む
［
一
］
〔
一
〕。
曹
公
、
権

土
地
を
以
て
備
を
業
せ
し
む
と
聞
き
、
方
に
書
を
作

ふ
せ

ま
さ

25

る
に
、
筆
を
地
に
落
つ
〔
二
〕。

【
裴
松
之
注
】

［
一
］
漢
晋
春
秋
に
曰
く
、
呂
範

備
を
留
め
ん
こ
と
を
勧
む
（
一
）。
粛
曰
く
、
「
可
か
ら
ず
。
将
軍

神
武
の
命
世
あ
る

よ

と
雖
も
、
然
る
に
曹
公
の
威
力

実
に
重
し
。
初
め
て
荊
州
に
臨
み
、
恩
信

未
だ

洽
か
ら
ず
。
宜
し
く
備
に
借
す

あ
ま
ね

30

を
以
て
、
之
を
撫
安
せ
し
め
よ
。
操
の
敵
を
多
し
、
而
し
て
自
ら
樹
党
と
為
さ
ば
、
計
の
上
な
り
」
と
。
権

即
ち

之
に
従
ふ
。
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【
三
国
志
集
解
】

〔
一
〕
荊
州
を
借
る
事
、
蜀
志
先
主
伝

建
安
十
三
年

注
引

江
表
伝
に
詳
し
く
見
ゆ
（
二
）。

35

袁
枚
（
三
）
曰
く
、
「
孫
権

荊
州
を
以
て
劉
備
を
資
く
る
は
、
粛

実
に
之
を
勧
む
れ
ば
な
り
。
荊
州

還
ら
ず
、
権

た
す

深
く
粛
の
為
に
病
む
。

或

曰
く
、「

粛
の
心

漢
を
忘
れ
ず
、
故
に
蛟
龍
を
資
く
る
に
風
雲
を
以
て
す
」
と
。
或

あ
る
ひ
と

曰
く
、「

是
れ
粛
の
失
計
に
し
て
、
公
瑾
在
ら
ば
必
ず
此
を
為
さ
ざ
り
」
と
。

是
の
二
説
は
、
皆

天
下
の
明
計
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
而
れ
ど
も
夫
の
当
日
の
形
勢
に
熟
籌
す
る
者
な
り
。
粛

果
た

し
て
漢
に
忠
た
れ
ば
、
則
ち
孫
を
去
り
劉
に
帰
す
れ
ば
可
し
。
何
ぞ
必
ず
し
も
二
心
を
懐
き
て
以
て
君
に
事
へ
ん
や
。

よ

つ
か

40

若
し
以
て
計
を
失
ふ
と
為
さ
ば
、
則
ち
当
日
の
呉
の
為
に
深
く
し
て
計
を
得
る
者
は
、
粛
に
如
く
は
莫
く
、
呉
の
為

し

に
浅
く
し
て
計
を
失
ふ
者
は
、
呂
蒙
・
陸
遜
に
如
く
は
莫
し
。
孫
権

智
は
短
く
量
は
小
さ
く
、
用
ふ
能
は
ざ
る
を

惜
し
む
。

三
国
の
時
、
最
も
強
き
者
は
操
の
み
、
赤
壁
の
戦
に
、
権

能
く
独
力
に
て
以
て
曹
を
破
る
や
、

抑

劉
と
合
力
し

そ
も
そ
も

て
共
に
曹
を
破
る
や
。
荊
州

得
て
、
権

蜀
を
兼
取
し
て
以
て
独
立
す
る
能
ふ
や
、

抑

終
に
草
に
依
り
木
に
附
き

そ
も
そ
も
つ
ひ

45

て
以
て
自
立
す
る
を
免
ぜ
ざ
る
や
。
孔
明
の
蜀
に
謀
る
や
、
先
に
孫
権
と
結
び
、
而
る
後
に
魏
を
攻
む
。
魯
粛
の
呉

に
謀
る
や
、
先
に
劉
備
と
結
び
、
而
る
後
に
魏
を
攻
む
。
魏

滅
す
可
く
、
操

誅
す
可
き
か
、
天
下
の
事

未
だ
量

る
可
か
ら
ず
。
魏

未
だ
滅
す
可
か
ら
ず
、
操

未
だ
誅
す
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
唇
歯

已
に
固
な
れ
ば
、
外
難

侵
さ
ず
。

大
丈
夫

将
に
三
分
し
て
鼎
足
し
、
南
面
し
て
称
帝
せ
ん
と
す
る
の
み
。
安
ん
ぞ
人
の
封
拝
を
受
け
、
節
を
一
朝
に

屈
し
、
局
促
に

轅
に
如
き
駒
を
下
る
を
肯
ん
ぜ
ん
や
。

な
が
え

ゆ

50

英
雄
の
見
る
所
、
大
抵

同
じ
な
り
。
惟

孫
権

此
に
及
ば
ざ
る
を
見
て
、
然
る
後
に
荊
州
を
襲
ひ
取
り
、
和
を
魏

た
だ

に
通
じ
、
而
し
て
此
に
従
ひ
て
臣
を
称
し
子
を
質
と
し
、
日
を
虚
く
す
る
こ
と
無
し
。
亦

惟

昭
烈

此
に
及
ば
ざ

ま
た

た
だ

る
を
見
て
、
然
る
後

荊
州
の
故
に
因
り
、
而
し
て
白
帝
に
兵
を
称
へ
、
一
敗
し
て
嘔
血
す
。

特

此
の
み
か
、
曹
操

形
勝
の
地
に
拠
り
、
百
万
の
衆
を
擁
し
、
又

孫
権

之
の
為
に
外
応
す
る
を
得
て
、
宜
し
く

た
だ却

顧
す
る
所
無
き
が
若
く
あ
る
べ
し
。
然
る
に
趙
儼
の
襄
陽
の
役
、
関
羽
を
窮
追
す
る
を
肯
ん
ぜ
ず
、
之
を
留
め
て

ご
と

55

権
の
為
に
害
と
す
る
こ
と
を
勧
め
、
操

深
く
其
の
説
を
然
り
と
す
（
四
）。
権

関
羽
を
擒
へ
て
自
ら
効
と
せ
ん
こ

と
を
請
ひ
、
操

其
の
奏
を
発
露
し
て
、
射
て
以
て
羽
に
示
し
、
之
を
走
ら
し
む
。
夫
れ
操
の
強
を
以
て
、
猶
ほ
戦

国
の
両
利
あ
り
て
倶
に
存
す
る
の
説
に
学
び
、
自
ら
其
の
敵
を
樹
て
ん
と
欲
す
。

而
る
に
区
区
た
る
呉
、
乃
ち
外
に
蜀
の
援
を
絶
ち
、
孤
軍
も
て
操
に
当
た
る
は
、
悖
に
已
ま
ざ
る
や
。
力
は
能
く
操

に
当
た
ら
ず
、
勢
は
得
て
臣
を
称
す
る
を
得
ず
。
既
に
臣
を
称
さ
ば
、
勢
は
得
て
貢
を
納
れ
ざ
る
を
得
ず
、
而
し
て

60

封
爵
を
受
く
。
心

甘
か
ら
ざ
る
所
有
り
、
又

詞
を
詭
く
し
て
阿
諛
し
、
而
し
て
陰
か
に
反
復
を
為
す
。
邢
貞
は
一

匹
の
夫
な
る
の
み
、
敢
へ
て
詔
を
称
し
て
倨
傲
た
り
、
車
に
坐
し
て
自
若
た
り
。
而
し
て
権
は
江
東
の
両
世
の
王
業

を
以
て
、
首
を
都
亭
に
俯
け
、
羣
臣
は
流
涕
す
（
五
）。
此

皆

伯
符
の
父
子
の
地
下
に
傷
心
す
る
所
に
し
て
、
魯

粛
の
逆
へ
て
料
る
所
な
り
。
十
に
荊
州
を
得
て
、
其
の
辱
を
償
ふ
に
足
る
や
否
や
。

む
か

粛
の
言
に
曰
く
、「

宜
し
く
相
ひ
輔
協
し
、
之
と
仇
を
同
じ
く
す
べ
し
」
と
。
曰
く
、「

九
州
を
総
括
し
、
先
に
帝
業

65

を
成
せ
」
と
（
六
）。
権

此
の
言
に
負
く
こ
と
有
る
と
雖
も
、
然
る
に
黄
初
以
後
、
魏
の
好

継
が
ず
、
蜀
使

仍
り

そ
む



3/8

て
通
じ
、
事

奈
何
に
す
可
き
無
き
に
到
る
も
、
終
に
粛
の
料
る
所
を
出
で
ず
、
徒
然
と
叛
名
を
魏
に
挂
け
、
窃
か

か

に
暮
年
に
尊
号
す
。
先
王
の
姉
妹

終
へ
ず
、
合
肥
の
号
令

遠
か
ら
ず
。
自
ら
埋
め
て
自
ら
搰
り
、
形
は
狐
鼠
に
同

ほ

じ
く
、
良
謀
を
用
ひ
ず
、
辱
を
取
る
に
袛
た
る
（
七
）。
且
つ
権

蜀
と
好
を
絶
つ
の
後
、
魏
に
亡
ぼ
さ
れ
ざ
る
は
幸

あ

な
り
。
蜀

関
羽
の
怨
を
修
め
て
呉
を
伐
ち
、
呉

救
ひ
を
魏
に
求
む
る
や
、
劉
曄

之
を
襲
ふ
こ
と
を
勧
む
。
魏
主

70

従
わ
ざ
る
に
頼
り
、
以
て
出
兵
を
免
か
る
（
八
）。
後
に
魏

備
を
討
つ
を
助
く
と
偽
り
、
仍
り
て
之
を
襲
わ
ん
と
欲

よ

せ
ど
も
、
陸
遜

兵
を
収
む
る
に
頼
り
、
以
て
免
ず
（
九
）。
鍾
会
の
蜀
を
伐
つ
に
至
る
に
及
び
、
呉

力
め
て
救
わ

つ
と

ず
、
遂
に
両
亡
に
致
る
。
此

皆

日
後
の
明
験
な
る
。
然
ら
ば
則
ち
此
を
知
る
者
は
、
孔
明
・
子
敬
の
み
に
し
て
、

外
に
人
無
き
や
。
曰
く
史
の
称
す
ら
く
、
曹
操

方
に
書
を
作
る
に
、
権

荊
州
を
以
て
劉
備
を
資
く
と
聞
き
、
覚
え

ず
筆
を
手
よ
り
落
つ
と
。
夫
れ
荊
州

已
に
曹
の
有
に
非
ず
。
一
家
の
物
を
一
家
に
与
ふ
る
は
、
操
と
何
ぞ
や
。
而

75

る
に
乃
ち
駭
然
と
震
驚
す
る
は
、
正
に
魯
粛
の
計
の
行
は
る
る
を
恐
れ
、
両
雄

相
ひ
倚
ら
ば
、
天
下

争
ひ
難
き
が

よ

故
な
り
。
嗚
呼
、
操
の
才

終
に
孫
・
劉
の
上
に
出
で
し
所
以
な
る
か
な
」
と
。

〔
二
〕
通
鑑
考
異
に
曰
く
、
「
操

是
に
至
ら
ざ
る
を
恐
れ
、
今

取
ら
ず
」
と
（
一
〇

）。
何
焯
曰
く
（
一
一

）、
「
此
の
句
を

著
は
す
は
、
以
て
粛
が
計
の
左
に
非
ざ
る
を
見
れ
ば
な
り
」
と
。
李
安
渓
曰
く
、
「
周
瑜
在
り
て
則
ち
可
な
り
。
如

し
瑜
無
く
ん
ば
、
権

必
ず
操
に
当
た
る
能
は
ず
、
玄
徳
無
く
ん
ば
即
ち
呉
無
き
の
み
。
子
敬
の
謀
、
未
だ
非
為
ら

た

80

ず
」
と
。

【
補
注
】

（
一
）
『
三
国
志
』
巻
五
十
六

呂
範
伝
に
、
「
劉
備

京
に
詣
り
て
権
に
見
え
、
範

密
か
に
備
を
留
め
ん
こ
と
を
請
ふ
」

と
あ
る
。
『
三
国
志
集
解
』
呂
範
伝
に
、
「
亦

魯
粛
伝

注
引

漢
晋
春
秋
に
見
ゆ
。
此

周
瑜
の
所
見
と
相
ひ
同
じ
な

85

り
」
と
あ
る
。

『
三
国
志
』
巻
五
十
四

周
瑜
伝
に
、
「
劉
備

左
将
軍
を
以
て
荊
州
牧
を
領
し
、
公
安
に
治
す
。
備

京
に
詣
り
て
権

に
見
ゆ
。
瑜

上
疏
し
て
曰
く
、「

劉
備
は
梟
雄
の
姿
を
以
て
、
而
も
関
羽
・
張
飛
な
る
熊
虎
の
将
有
り
。
必
ず
久
し

く
屈
し
て
人
の
為
に
用
ひ
ら
る
者
に
非
ず
。
愚
が
大
計
に
謂
へ
ら
く
、
宜
し
く
備
を
徙
し
て
呉
に
置
き
、
盛
ん
に
為

に
宮
室
を
築
き
、
其
の
美
女
の
玩
好
す
る
を
多
く
し
、
以
て
其
の
耳
目
を
娯
ま
し
め
よ
。
此
の
二
人
を
分
け
、
各
〻

90

一
方
に
置
き
、
使
し
瑜
が
如
き
者

挟
む
を
得
て
、
与
に
攻
戦
せ
ば
、
大
事

定
む
可
き
な
り
。
今

猥
り
に
土
地
を

も

割
き
て
以
て
資
け
て
之
を
業
せ
し
め
、
此
の
三
人
を
聚
め
て
倶
に
疆
場
に
在
ら
し
ま
ば
、
蛟
龍
の
雲
雨
を
得
て
、
終

に
池
中
の
物
に
非
ざ
る
を
恐
る
な
り
」
と
。
権

曹
公
の
北
方
に
在
る
を
以
て
、
当
に
広
く
英
雄
を
擥
む
べ
し
と
す

つ
か

れ
ど
も
、
又

備

卒
に
制
し
難
き
こ
と
を
恐
れ
、
故
に
納
れ
ず
」
と
あ
る
。

つ
ひ

『
三
国
志
集
解
』
周
瑜
伝
に
、
「
通
鑑
、「

劉
表
の
故
吏

多
く
劉
備
に
帰
し
、
備

周
瑜
の
給
す
る
所
の
地
の
少
な
き
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を
以
て
、
以
て
其
の
衆
を
容
る
に
足
ら
ず
、
乃
ち
自
ら
京
に
詣
り
て
孫
権
に
見
え
、
荊
州
を
都
督
せ
ん
こ
と
を
求
む
」

と
す
」
と
あ
り
、
「
龐
統
伝

注
引

江
表
伝
に
曰
く
、「

先
主

問
ひ
て
曰
く
、『

卿
は
周
公
瑾
の
功
曹
為
り
。
孤

呉

た

に
到
る
に
、
此
の
人

密
か
に
白
す
事
有
り
、
仲
謀
に
相
ひ
留
め
ん
事
を
勧
む
と
聞
く
。
之
有
ら
ん
や
』
と
。
統

対

ま
う

へ
て
曰
く
、『

之
有
り
』
と
。
備

歎
息
し
て
曰
く
、『

孤

殆
ど
周
瑜
の
手
を
免
れ
ず
』
と
」
と
」
と
あ
る
。
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（
二
）『
三
国
志
』
巻
三
十
二

先
主
伝

建
安
十
三
年

注
引
『
江
表
伝
』
に
、
「
周
瑜

南
郡
太
守
と
為
り
、
南
岸
の
地
を
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分
け
て
以
て
備
に
給
す
。
備

別
に
営
を
油
江
口
に
立
て
、
名
を
改
め
て
公
安
と
為
す
。
劉
表
の
吏
士

北
軍
に
従
ふ

を
見
て
、
多
く
叛
き
て
来
た
り
て
備
に
投
ず
。
備

瑜
の
給
ふ
所
の
地

少
な
き
を
以
て
、
以
て
民
を
安
ず
る
に
足
ら

ざ
る
と
し
、
復
た
権
従
り
荊
州
の
数
郡
を
借
る
」
と
あ
る
。
先
主
伝
に
、
「
琦

病
死
す
る
や
、
羣
下

先
主
を
推
し

よ

て
荊
州
牧
と
為
し
、
公
安
を
治
と
す
。
権

稍
く
之
を
畏
れ
、
妹
を
進
め
て
好
を
固
く
す
。
先
主

京
に
至
り
、
権
に

見
え
、
恩
紀
を
綢
繆
す
（
結
ぶ
）
。
権

使
を
遣
は
し
て
、
共
に
蜀
を
取
ら
ん
と
欲
す
と
云
ふ
。
或

以
為
へ
ら
く
、『

宜

お
も
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し
く
聴
許
に
報
ゆ
べ
し
。
呉

終
に
荊
を
越
え
て
蜀
を
有
つ
能
は
ず
。
蜀
の
地
、
己
の
有
と
為
る
可
し
』
と
。
荊
州

主
簿
の
殷
観

進
み
て
曰
く
、『

若
し
呉
の
先
駆
と
為
れ
ば
、
進
ま
ば
未
だ
能
く
蜀
に
克
た
ず
、
退
か
ば
呉
の
乗
ず
る

所
と
為
る
。
事
に
即
け
て
去
れ
。
今
は
但
だ
其
の
伐
蜀
に
賛
じ
て
然
る
可
し
。
而
し
て
自
ら
、
新
た
に
諸
郡
に
拠
り

て
未
だ
興
動
す
可
か
ら
ず
と
説
け
。
呉
は
必
ず
敢
へ
て
我
を
越
え
て
独
り
蜀
を
取
ら
ず
。
此
の
如
き
進
退
の
計
も
て
、

以
て
呉
蜀
の
利
を
収
む
可
し
』
と
。
先
主

之
に
従
ひ
、
権

果
た
し
て
計
を
輟
む
。
観
を
遷
し
て
別
駕
従
事
と
為
す
」

や
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と
あ
る
。
『
三
国
志
集
解
』
先
主
伝
に
、
「
殷
観
、
字
は
孔
休
、
楊
戯
季
漢
輔
臣
賛
に
見
ゆ
」
と
あ
り
、
『
三
国
志
』

巻
四
十
五
に
、
「
孔
休
、
名
は
観
。
荊
州
主
簿
・
別
駕
従
事
と
為
り
、
先
主
伝
に
見
ゆ
。
其
の
郡
県
を
失
す
」
と
あ

る
。
殷
観
に
つ
い
て
は
、
他
に
見
え
な
い
。

（
三
）
袁
枚
（
一
七
一
六
～
一
七
九
八
年
）
は
、
銭
塘
（
浙
江
杭
州
）
の
人
。
字
は
子
才
。
清
朝
の
乾
嘉
期
の
代
表
的
な

詩
人
・
散
文
家
・
文
学
評
論
家
、
美
食
家
。
「
性
霊
説
」
を
提
唱
し
、
趙
翼
・
蒋
士
銓
と
と
も
に
、「
乾
嘉
三
大
家
」
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あ
る
い
は
「
江
右
三
大
家
」
と
称
さ
れ
た
。
著
作
は
、
『
子
不
語
』
な
ど
。

（
四
）
『
三
国
志
』
巻
二
十
三

趙
儼
伝
に
、
「
関
羽

征
南
将
軍
の
曹
仁
を
樊
に
囲
む
。
儼

議
郎
を
以
て
仁
の
軍
事
に
参

じ
て
南
行
し
、
平
寇
将
軍
の
徐
晃
と
倶
に
前
む
。
既
に
到
る
や
、
羽

仁
を
囲
む
こ
と
遂
に
堅
く
、
余
の
救
兵

未
だ

す
す

到
ら
ず
。
晃
の
督
す
る
所

囲
を
解
く
に
足
ら
ず
、
而
る
に
諸
将

晃
を
呵
責
し
救
は
ん
こ
と
を
促
す
。
儼

諸
将
に

謂
ひ
て
曰
く
、「

今

賊
の
囲
は
素
よ
り
固
し
。
水
潦

猶
ほ
盛
ん
な
り
。
我
が
徒
卒

単
少
に
し
て
、
仁

隔
絶
し
て
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同
力
す
る
を
得
ず
。
此
の
挙

適
に
内
外
を
弊
れ
し
む
所
以
な
り
。
当
今

軍
を
前
め
て
囲
に
偪
り
、
諜
を
遣
は
し
て

ま
さ

つ
か

せ
ま

仁
に
通
じ
、
外
救
あ
る
を
知
ら
し
め
、
以
て
将
士
を
励
ま
す
に
若
か
ず
。
北
軍
を
計
る
に
十
日
を
過
ぎ
ず
、
尚
ほ
堅

し

は
か

守
す
る
に
足
る
。
然
る
後
、
表
裏

倶
に
発
さ
ば
、
賊
を
破
る
こ
と
必
な
り
。
如
し
緩
救
の
戮
有
ら
ば
、
餘

諸
軍
の

為
に
之
に
当
た
ら
ん
」
と
。
諸
将

皆

喜
び
、
便
ち
地
道
を
作
り
、
箭

書
を
飛
ば
し
て
仁
に
与
へ
、
消
息

数
〻
通

ず
。
北
軍

亦

至
り
、
勢
を
并
せ
て
大
い
に
戦
ふ
。
羽
の
軍

既
に
退
く
も
、
舟
船

猶
ほ
沔
水
に
拠
り
、
襄
陽

隔
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絶
し
て
通
ぜ
ず
。
而
る
に
孫
権

襲
ひ
て
羽
の
輜
重
を
取
る
。
羽

之
を
聞
き
、
即
ち
走
り
て
南
の
か
た
還
る
。
仁

諸
将
に
会
し
て
議
し
、
咸

曰
く
、「

今

羽
の
危
懼
に
因
ら
ば
、
必
ず
追
ひ
て
禽
と
す
可
き
な
り
」
と
。

儼
曰
く
、

「

権

羽
の
連
兵
の
難
を
邀
へ
、
其
の
後
を
掩
制
せ
ん
と
欲
す
。
羽
の
還
り
て
救
ふ
に
顧
み
、
我
の
其
の
両
疲
を
承

む
か

く
る
を
恐
る
。
故
に
辞
に
順
ひ
効
を
求
め
、
釁
に
乗
じ
て
変
に
因
り
、
以
て
利
鈍
を
観
る
の
み
。
今

羽

已
に
孤
り

迸
ほ
と
ば
し

る
。
更
に
宜
し
く
之
を
存
し
て
以
て
権
の
害
と
為
す
べ
し
。
若
し
深
く
入
り
て
北
に
追
は
ば
、
権

則
ち
虞
へ
を
彼

そ
な
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に
改
め
、
将
に
患
を
我
に
生
ぜ
ん
と
す
。
王

必
ず
此
を
以
て
深
慮
を
為
す
」
と
。
仁

乃
ち
厳
を
解
く
。
太
祖

羽

の
走
る
を
聞
き
、
諸
将
の
之
を
追
ふ
こ
と
を
恐
る
。
果
し
て
疾
く
仁
に
敕
す
。
儼
の
策
す
る
所
が
如
し
」
と
あ
る
。

と
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『
三
国
志
集
解
』
趙
儼
伝
に
、
「
胡
三
省
曰
く
、
趙
儼
の
計
、
此
れ
戦
国
の
策
士
の
所
謂

両
利
あ
り
て
倶
に
之
を
存

い
は
ゆ
る

す
る
の
計
な
り
。
厳
を
解
く
は
、
厳
し
き
所
の
兵
を
解
き
、
復
た
羽
を
追
は
ざ
る
な
り
。
是
の
後
、
陸
遜

劉
備
を

峡
中
に
破
り
、
兵
を
収
め
て
還
り
、
復
た
備
を
追
は
ず
。
計

亦

此
に
出
づ
」
と
あ
る
。
胡
三
省
が
言
及
し
て
い
る
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陸
遜
の
事
は
、
補
注
（
九
）
を
参
照
。

（
五
）
『
三
国
志
』
巻
二

文
帝
紀

黄
初
二
年
に
、
「
秋
八
月
、
孫
権

使
を
遣
り
て
章
を
奉
じ
、
并
せ
て
于
禁
ら
を
遣
は

し
て
還
す
。
丁
巳
、
太
常
の
邢
貞
を
し
て
持
節
し
て
権
に
拝
し
て
大
将
軍
と
為
し
、
呉
王
に
封
じ
、
九
錫
を
加
へ
し

む
」
と
あ
る
。
『
三
国
志
』
巻
十
四

程
昱
伝
に
、
「
昱
の
性
は
剛
戻
に
し
て
、
人
と
多
く
迕
ら
ふ
。
人
の
昱
に
謀
反

さ
か

を
告
ぐ
る
有
り
、
太
祖

賜
待
す
る
こ
と
益
〻
厚
し
。
魏
国

既
に
建
ち
、
衛
尉
と
為
り
、
中
尉
の
邢
貞
と
威
儀
を
争
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ひ
、
免
ぜ
ら
る
。
文
帝

踐
阼
す
る
や
、
復
た
衛
尉
と
為
る
」
と
あ
る
。

『
三
国
志
』
巻
五
十
二

張
昭
伝
に
、
「
魏
黄
初
二
年
、
使
者
の
邢
貞
を
遣
は
し
て
権
に
拝
し
て
呉
王
と
為
す
。
貞

入
門
す
る
や
、
下
車
せ
ず
。
昭

貞
に
謂
ひ
て
曰
く
、「

夫
れ
礼
は
敬
は
ざ
る
こ
と
無
く
ん
ば
、
故
に
法
は
行
は
ざ
る

こ
と
無
し
。
而
る
に
君

敢
へ
て
自
ら
尊
大
な
る
は
、
豈
に
江
南
の
寡
弱
を
以
て
、
方
寸
の
刃
無
き
故
や
」
と
。
貞

即
ち

遽
か
に
下
車
す
」
と
あ
る
。

す
み
や
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『
三
国
志
』
巻
五
十
五

徐
盛
伝
に
、
「
権

魏
の
為
に
藩
と
称
す
る
に
及
び
、
魏

邢
貞
を
使
は
し
て
権
を
拝
し
て
呉

王
と
為
す
。
権

都
亭
に
出
で
て
貞
に
候
ふ
に
、
貞

驕
色
有
り
。
張
昭

既
に
怒
り
、
而
し
て
盛

忿
憤
し
、
顧
み
て

同
列
に
謂
ひ
て
曰
く
、「

盛
ら
身
を
奮
ひ
命
を
出
だ
し
、
国
家
の
為
に
許
洛
を
并
は
せ
、
巴
蜀
を
呑
す
る
こ
と
能
は

ず
、
而
し
て
吾
が
君
を
し
て
貞
と
盟
は
し
む
。
亦

辱
な
ら
ず
や
」
と
。
因
り
て
涕
泣
し
て
横
流
す
。
貞

之
を
聞
き
、

ち
か

其
の
旅
に
謂
ひ
て
曰
く
、「

江
東
の
将
相

此
の
如
し
。
久
し
く
人
に
下
る
者
に
非
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
。
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（
六
）
『
三
国
志
』
巻
五
十
四

呂
蒙
伝
に
、
「
初
め
、
魯
粛
ら
以
為
へ
ら
く
曹
公

尚
ほ
存
し
、
禍
難

始
め
て
搆
ふ
。
宜

し
く
相
ひ
輔
協
し
、
之
と
与
に
仇
を
同
じ
く
す
べ
し
、
失
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
と
。
蒙

乃
ち
密
か
に
計
策
を
陳
べ

て
曰
く
…
…
」
と
あ
る
。
『
三
国
志
』
魯
粛
伝
に
、
赤
壁
の
戦
い
後
の
こ
と
と
し
て
、
「
徐
ろ
に
鞭
を
挙
げ
て
言
ひ
て

曰
く
、「

願
は
く
は
至
尊
は
威
徳
を
四
海
に
加
へ
、
九
州
を
総
括
し
、
克
ち
て
帝
業
を
成
せ
。
更
に
安
車
・
輭
輪
を

以
て
粛
を
徴
さ
ば
、
始
め
て
当
に
顕
な
る
べ
し
」
と
。
権

掌
を
撫
で
て
歓
笑
す
」
と
あ
る
。
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（
七
）
『
三
国
志
』
巻
四
十
七

呉
主
伝

黄
武
元
年
に
、
「
初
め
、
権

外
は
魏
に
事
ふ
る
に
託
け
、
而
る
に
誠
心
は
款
せ

つ
か

ず
。
魏

乃
ち
侍
中
の
辛
毗
・
尚
書
の
桓
階
を
遣
は
し
て
往
き
て
盟
誓
し
、
并
せ
て
任
子
を
徴
さ
ん
と
す
る
も
、
権

辞
譲
し
て
受
け
ず
。
秋
九
月
、
魏

乃
ち
曹
休
・
張
遼
・
臧
霸
に
命
じ
て
洞
口
に
出
で
し
め
、
曹
仁
に
濡
須
に
出
で
、

曹
真
・
夏
侯
尚
・
張
郃
・
徐
晃
に
南
郡
を
囲
は
し
む
。
権

呂
範
ら
を
遣
は
し
て
五
軍
を
督
し
、
舟
軍
を
以
て
休
ら

を
拒
が
し
め
、
諸
葛
瑾
・
潘
璋
・
楊
粲
に
南
郡
を
救
は
し
め
、
朱
桓

濡
須
の
督
を
以
て
仁
を
拒
が
し
む
。
時
に
揚
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・
越
の
蛮
夷

多
く
未
だ
平
集
せ
ず
、
内
の
難

未
だ
弭
ま
ず
、
故
に
権

辞
を
卑
く
し
て
上
書
し
、
自
ら
改
厲
せ
ん

や

こ
と
を
求
め
、「

若
し
罪
在
り
て
除
き
難
く
ば
、
必
ず
置
か
れ
ず
、
当
に
土
地
・
民
人
を
奉
還
す
べ
し
、
命
を
交
州

に
寄
せ
、
以
て
余
年
を
終
へ
ん
こ
と
を
乞
ふ
」
と
。
文
帝

報
い
て
曰
く
、「

君

擾
攘
の
際
に
生
ま
れ
、
本
は
従
横

の
志
有
り
、
身
を
降
し
て
国
に
奉
り
、
以
て
茲
の
祚
を
享
く
。
君

名
を
策
し
て
自
り
已
来
、
貢
献
は
路
に
盈
つ
。

こ

よ

み

備
を
討
つ
の
功
、
国
朝
に
成
せ
り
と
仰
す
。
埋
め
て
之
を
掘
る
は
、
古
人
の
恥
ず
る
所
な
り
。
朕
の
君
と
与
に
あ
る
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や
、
大
義

已
に
定
ま
る
。
豈
に
師
を
労
し
遠
く
江
漢
に
臨
む
を
楽
し
む
や
」
と
あ
り
、
同
注
引
『
国
語
』
に
、
「
狸

は
之
を
埋
め
、
狸

之
を
掘
る
。
是
を
以
て
功
を
成
す
無
き
な
り
」
と
あ
る
。

（
八
）
『
三
国
志
』
巻
十
四

劉
曄
伝
に
、
「
備

果
た
し
て
出
兵
し
て
呉
を
撃
つ
。
呉

国
を
悉
く
し
て
之
に
応
じ
て
、
使

を
遣
は
し
て
藩
を
称
す
。
朝
臣

皆

賀
す
に
、
独
り
曄
曰
く
、「

呉

絶
え
て
江
漢
の
表
に
在
り
、
内
臣
の
心
無
き
こ

と
久
し
。
陛
下

徳
は
有
虞
に
斉
し
き
と
雖
も
、
然
る
に
醜
虜
の
性

未
だ
感
ぜ
し
む
る
所
に
有
ず
。
因
り
て
臣
た
る

ひ
と

170

を
求
め
難
く
、
必
ず
信
じ
難
き
な
り
。
彼

必
ず
外
に
迫
ら
れ
内
に
困
し
て
然
る
後
に
此
の
使
を
発
す
の
み
。
其
の

窮
に
因
り
て
襲
は
ば
之
を
取
る
可
し
。
夫
れ
一
日

敵
を

縦

に
せ
ば
、
数
世
の
患
な
り
。
察
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る

ほ
し
ひ
ま
ま

な
り
」
と
。
備
の
軍

敗
退
し
、
呉
の
礼
敬

転
じ
て
廃
る
。
帝

衆
を
興
し
て
之
を
伐
た
ん
と
欲
せ
ど
も
、
曄

以
爲

す
た

へ
ら
く
、「

彼

新
た
に
志
を
得
て
、
上
下

心
を
斉
し
く
す
。
而
も
江
湖
に
阻
帯
す
。
必
ず
倉
卒
に
す
る
こ
と
難
し
」

と
。
帝

聴
さ
ず
」
と
あ
る
。
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（
九
）
『
三
国
志
』
巻
五
十
八

陸
遜
伝
に
、
夷
陵
の
戦
い
の
後
の
こ
と
と
し
て
、
「
又

備

既
に
白
帝
に
住
ま
る
。
徐
盛

と
ど

・
潘
璋
・
宋
謙
ら
、
各
〻
競
ひ
表
し
て
備
は
必
ず
禽
ふ
可
し
と
言
ひ
、
復
た
之
を
攻
め
ん
こ
と
を
乞
ふ
。
権

以
て

遜
に
問
ふ
。
遜

朱
然
・
駱
統
と
以
為
へ
ら
く
、
曹
丕

大
い
に
士
衆
を
合
は
せ
、
外
は
国
を
助
け
て
備
を
討
つ
こ
と

に
託
し
、
内
は
実
に
姦
心
有
り
。
謹
み
て
計
を
決
す
る
に
、
輒
ち
還
れ
。

幾

も
無
く
、
魏
軍

果
し
て
出
で
、
三

い
く
ば
く

方
に
敵
を
受
く
る
な
り
」
と
あ
る
。
同
注
引
『
呉
録
』
に
、
「
劉
備

魏
軍

大
い
に
出
づ
る
と
聞
き
、
書
も
て
遜
に

180

与
へ
て
云
は
く
、「

賊

今

已
に
江
陵
に
在
り
、
吾

将
に
復
た
東
せ
ん
と
す
。
将
軍

其
れ
能
く
然
り
と
す
と
謂
ふ

や
、
不
や
」
と
。
遜

答
へ
て
曰
く
、「

但
だ
軍

新
た
に
破
れ
、
創
痍

未
だ
復
せ
ざ
る
こ
と
を
恐
る
。
始
め
て
親
を

い
な

通
ぜ
ん
こ
と
を
求
め
、
且
つ
当
に
自
ら
補
ふ
べ
し
。
未
だ
暇
あ
ら
ざ
れ
ば
兵
を
窮
む
る
の
み
。
若
し
算
を

惟

ず
、

お
も
ん
み

復
た
傾
覆
の
余
を
以
て
、
遠
く
送
り
て
以
て
来
ら
ん
と
欲
さ
ば
、
命
を
逃
す
所
無
し
」
と
あ
る
。

（
一
〇

）
『
資
治
通
鑑
』
巻
六
十
六

漢
紀
五
十
八

建
安
十
五
年
に
、
「
権

魯
粛
を
以
て
奮
武
校
尉
と
為
し
、
瑜
に
代
へ
て
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兵
を
領
せ
し
め
、
程
普
を
し
て
南
郡
太
守
を
領
せ
し
む
。
魯
粛

権
に
荊
州
を
以
て
劉
備
に
借
し
、
共
に
曹
操
を
拒

ぐ
こ
と
を
勧
む
。
権

之
に
従
ふ
。
乃
ち
豫
章
を
分
け
て
番
陽
郡
と
為
し
、
長
沙
を
分
け
て
漢
昌
郡
と
為
す
。
復
た

程
普
を
以
て
江
夏
太
守
を
領
し
、
魯
粛
を
漢
昌
太
守
と
為
し
、
陸
口
に
屯
せ
し
む
」
と
あ
る
。

（
一
一

）
何
焯
（
一
六
六
一
～
一
七
二
二
年
）
は
、
清
代
前
期
の
学
者
。
字
は
屺
瞻
、
号
は
義
門
。
江
蘇
省
長
州
の
人
。
翰

林
院
編
修
と
し
て
経
書
・
正
史
の
校
刊
に
従
事
し
、
考
証
学
全
盛
へ
の
一
端
を
に
な
っ
た
。
主
著
は
、
『
義
門
読
書
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記
』
で
あ
り
、
経
書
・
正
史
の
み
な
ら
ず
、
『
文
選
』
等
の
詩
文
に
も
、
字
句
に
即
し
た
批
評
を
加
え
る
。

【
原
文
】

周
瑜

病
む
や
、
因
り
て
上
疏
し
て
曰
く
〔
一
〕、
「
当
今
の
天
下
、
方
に
事
役
有
り
。
是
れ
瑜

乃
ち
心

夙
夜

に
憂
ふ
所
な
り
。
願
は
く
は
至
尊
、
先
に
未
然
に
慮
ら
ば
、
然
る
後
に
康
楽
た
り
。
今

既
に
、
曹
操
と
敵
と
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為
る
。
劉
備

近
く
公
安
に
在
り
、
辺
境

密
迩
な
る
と
も
、
百
姓

未
だ
附
か
ず
。
宜
し
く
良
将
を
得
て
以
て

じ

之
を
鎮
撫
す
べ
し
。
魯
粛
、
智
略

任
す
に
足
る
。
以
て
瑜
に
代
へ
ん
こ
と
を
乞
ふ
。
瑜

隕
踣
の
日
に
あ
り
て
、
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懐
く
所

尽
せ
り
」
と
［
一
］
。
即
ち
粛
を
奮
武
校
尉
に
拝
し
、
瑜
に
代
は
り
て
兵
を
領
せ
し
む
。
瑜
の
士
衆
四

千
余
人
、
奉
邑
四
県
〔
二
〕、
皆

属
す
。
程
普
を
し
て
南
郡
太
守
を
領
せ
し
む
。
粛
、
初
め
江
陵
に
住
ま
り
、

と
ど

後
に
下
り
て
陸
口
に
屯
す
〔
三
〕
。
威
恩

大
い
に
行
ひ
、
衆

万
余
人
を
増
し
、
漢
昌
太
守
〔
四
〕
・
偏
将
軍
を
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拝
す
。
十
九
年
、
権
に
従
い
て
皖
城
を
破
り
、
横
江
将
軍
に
転
ず
〔
五
〕。

【
裴
松
之
注
】

［
一
］
江
表
伝

載
す
る
に
、
「
初
め
瑜

疾
困
し
、
権
に
牋
を
与
へ
て
曰
く
、「

瑜

凡
才
を
以
て
、
昔

討
逆
の
殊
特
の
遇

を
受
け
、
腹
心
を
以
て
委
ね
ら
る
。
遂
に
栄
任
を
荷
ひ
、
兵
馬
を
統
御
し
、
志
は
鞭
弭
を
執
り
、
自
ら
戎
行
を
効
す
。

に
な

び

い
た
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巴
蜀
を
定
め
ん
こ
と
を
規
り
、
次
に
襄
陽
を
取
り
、
威
霊
に
憑
頼
せ
ば
、
在
握
す
る
が
若
し
と
謂
へ
り
。
以
て
不
謹

は
か

に
至
り
、
道
に
暴
疾
に
遇
ひ
、
昨
に
自
ら
医
療
す
る
も
、
日
に
無
損
を
加
ふ
。
人
の
生
に
死
有
あ
り
、
短
命
を
修
む

は
、
誠
に
惜
む
に
足
ら
ず
。
但
だ
微
志
の
未
だ
展
か
ず
、
復
た
教
命
を
奉
ぜ
ざ
る
を
恨
む
の
み
。
方
今

曹
公

北
に

ひ
ら

在
り
、
疆
場

未
だ
静
な
ら
ず
。
劉
備

寄
寓
し
、
虎
を
養
ふ
に
似
る
有
り
〔
六
〕。
天
下
の
事
〔
七
〕、
未
だ
終
始
を

知
ら
ず
。
此
れ
朝
士

旰
食
の
秋
〔
八
〕、
至
尊

垂
慮
の
日
な
り
。
魯
粛
は
忠
烈
に
し
て
、
事
に
臨
み
て

苟

に
せ

か
ん

と
き

か
り
そ
め
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ず
、
以
て
瑜
に
代
ふ
可
し
。
人
の
将
に
死
な
ん
と
す
る
や
、
其
の
言
や
善
し
。
儻
し
或
い
は
採
る
可
か
ら
ば
、
瑜

も

死
せ
ど
も
朽
ち
ず
」
と
」
と
。
此
の
牋
と
本
伝
〔
九
〕
の
載
す
る
所
と
を
案
ず
る
に
、
意
旨
は
同
じ
と
雖
も
、
其
の

辞
は
乖
異
あ
る
耳
〔
一
〇

〕。

の
み

【
三
国
志
集
解
】
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〔
一
〕
宋
本
、
「
因
」
を
「
困
」
に
作
る
。
（
「
周
瑜

病
困
し
、
上
疏
し
て
曰
く
」
と
な
る
）

〔
二
〕
即
ち
、
下
雋
・
漢
昌
・
劉
陽
・
州
陵
の
四
県
な
り
（
一
）。

〔
三
〕
陸
口
は
孫
権
伝

建
安
十
五
年
に
見
ゆ
。
顧
祖
禹
曰
く
、
「
昌
江
山

岳
州
府
の
平
江
権
の
東
南
二
里
に
在
り
、
一

名
を
魯
徳
山
と
い
ふ
。
魯
粛

嘗
て
兵
を
此
に
屯
せ
し
め
、
後
人

之
を
徳
と
し
て
、
因
り
て
名
づ
く
」
と
。

〔
四
〕
漢
昌
は
、
孫
権
伝

建
安
十
五
年
に
見
ゆ
（
二
）。
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〔
五
〕
横
江
将
軍
、
一
人
、
呉

置
く
。

〔
六
〕
胡
三
省
曰
く
、
「
虎
を
養
ふ
は
、
将
に
自
ら
患
ひ
を
遺
さ
ん
と
す
る
を
言
ふ
」
と
。

〔
七
〕
宋
本
、
「
未
」
の
上
に
「
而
」
字
有
り
、
誤
な
り
、
通
鑑

之
無
し
。

〔
八
〕
胡
三
省
曰
く
、
「
旰
、
古
旦
の
翻
、
晩
な
り
」
と
。

〔
九
〕
宋
本
、
「
伝
」
字
無
し
、
誤
な
り
。
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〔
一
〇

〕
冊
府
「
乖
」
を
「
微
」
に
作
り
、
官
本
「
耳
」
を
「
矣
」
に
作
る
。

【
補
注
】

（
一
）
『
三
国
志
』
周
瑜
伝
に
、
「
権

瑜
を
偏
将
軍
に
拝
し
、
南
郡
太
守
を
領
せ
し
む
。
下
雋
・
漢
昌
・
劉
陽
・
州
陵
を
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以
て
奉
邑
と
為
し
、
屯
し
て
江
陵
に
拠
ら
し
む
」
と
あ
る
。
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『
三
国
志
』
呉
主
伝
に
、
「
十
四
年
、
瑜
・
仁
、
相
ひ
守
る
こ
と
歳
余
、
殺
傷
す
る
所

甚
だ
衆
し
。
仁

城
を
委
て

て
走
る
。
権

瑜
を
以
て
南
郡
太
守
と
為
す
。
劉
備

権
を
表
し
て
行
車
騎
将
軍
と
し
、
徐
州
牧
を
領
せ
し
む
。
備
は

荊
州
牧
を
領
し
、
公
安
に
屯
す
」
と
あ
る
。
『
三
国
志
集
解
』
呉
主
伝
に
、「
公
安
、
今
の
湖
北
荊
州
府
の
公
安
県
の

東
北
な
り
、
蜀
志

劉
璋
伝
に
見
ゆ
、
…
…
通
鑑
に
、
孫
権

周
瑜
を
以
て
南
郡
太
守
を
領
し
て
江
陵
に
屯
拠
せ
し
め
、

程
普

江
夏
太
守
を
領
し
て
沙
羨
に
屯
し
、
呂
範

彭
沢
太
守
を
領
し
、
呂
蒙

尋
陽
令
を
領
す
。
会

劉
琦

卒
し
、
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権

備
を
以
て
荊
州
牧
を
領
せ
し
む
。
周
瑜

南
岸
の
地
を
分
け
て
以
て
備
に
給
し
、
備

営
を
油
口
に
立
て
て
、
名

を
公
安
に
改
む
。
権

妹
を
以
て
備
に
妻
は
す
」
と
あ
る
。

め
は

（
二
）『
三
国
志
』
呉
主
伝
に
、
「
十
五
年
、
豫
章
を
分
け
て
鄱
陽
郡
を
為
る
。
長
沙
を
分
け
て
漢
昌
郡
を
為
る
。
魯
粛
を

つ
く

以
て
太
守
と
為
し
、
陸
口
に
屯
せ
し
む
」
と
あ
り
、
『
三
国
志
集
解
』
に
、
鄱
陽
郡
に
つ
い
て
、
「
豫
章
郡
は
孫
策
伝

に
見
え
、
鄱
陽
郡
は
前
の
建
安
八
年
に
見
ゆ
」
と
あ
る
。
漢
昌
郡
に
つ
い
て
、
「
長
沙
は
孫
堅
伝
に
見
え
、
胡
三
省
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曰
く
、「

鄱
陽
、
今
の
饒
州
の
地
な
り
。
沈
約
志

長
沙
郡
に
呉
昌
県
有
り
、
漢
末
の
漢
昌
な
り
。
呉

名
を
更
む
。

隋
に
至
り
て
呉
昌
を
廃
し
て
羅
県
に
入
る
…
…
と
」
と
。

銭
大
昕
曰
く
、「

是
の
時
、
長
沙

劉
備
の
拠
る
所
と
為
る
。
建
安
十
九
年
、
権

始
め
て
長
沙
三
郡
を
得
て
、
漢
昌

仍
り
て
長
沙
に
併
入
し
、
別
に
郡
を
立
て
ず
」
と
。
弼

按
ず
ら
く
、
魯
粛
伝
に
粛

建
安
二
十
二
年
に
卒
す
と
。
呂

蒙
伝
に
魯
粛

卒
す
る
や
、
蒙

陸
口
に
屯
し
、
粛
の
軍

蒙
に
属
し
、
又

漢
昌
太
守
を
拝
す
と
。
是

漢
昌

未
だ
長
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沙
に
併
入
せ
ざ
る
な
り
。
竹
汀
の
説
は
誤
な
り
。

銭
大
昭
曰
く
、「

漢
志

漢
昌
県
無
し
。
隷
釈

周
憬
碑
陰
に
、
長
沙
漢
昌
の
□
袛

字
は
宣
節
有
り
。
碑

霊
帝
の
熹

平
（
一
七
二
―
一
七
八
）
時
に
立
て
ら
る
。
則
ち
の
県
、
必
ず
桓
・
霊
時
に
置
か
れ
、
是
の
時
に
至
り
、
又

立
て
て
郡

と
為
る
な
り
」
と
。
謝
鍾
英
曰
く
、「

寰
宇
記
に
、
後
漢

羅
県
を
分
け
て
漢
昌
を
為
り
、
孫
権

県
に
郡
に
立
て
、

改
め
て
呉
昌
県
と
為
す
と
。
方
輿
紀
要
に
、
今
の
湖
南
岳
州
平
江
県
の
東
な
り
と
」
と
」
と
あ
る
。
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陸
口
に
つ
い
て
、
「
水
経

江
水
注
に
、「

江
水

烏
林
の
南
を
左
に
逕
き
、
又

東
し
、
右
岸
に
蒲
磯
口
を
得
、
即
ち

ゆ

陸
口
な
り
。
水

下
雋
県
の
西
の
三
山
渓
よ
り
出
で
、
蒲
圻
県
の
北
に
入
り
、
呂
蒙
城
の
西
を
逕
く
。
昔

孫
権

長

ゆ

沙
・
零
・
桂
を
征
す
る
と
き
、
鎮
せ
し
所
な
り
」
と
。
寰
宇
記
に
、「

蒲
圻
県

流
を

泝

る
こ
と
八
十
里
な
り
」
と
。

さ
か
の
ぼ

謝
鍾
英
曰
く
、「

今
の
蒲
圻
県
の
西
北
八
十
里
に
陸
渓
口
あ
り
」
と
。
弼
按
ず
ら
く
、
是
の
年
、
周
瑜

巴
丘
に
卒
し
、

魯
粛

瑜
に
代
は
り
て
兵
を
領
す
。
粛

初
め
江
陵
に
住
ま
り
、
後
に
下
り
て
陸
口
に
屯
す
。
粛
伝
に
見
ゆ
。
又

是
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の
年

孫
権

歩
隲
を
遣
は
し
て
交
州
刺
史
・
交
趾
太
守
と
為
す
。
士
燮

兄
弟
を
率
ゐ
て
節
度
を
奉
承
し
、
是
に
由

り
嶺
南

始
め
て
権
に
服
属
す
。
士
燮
伝
に
見
ゆ
」
と
あ
る
。


